
雇
用
す
る
労
働

者
に
、
職
務
に
関

連
し
た
専
門
的
な

知
識
や
技
能
の
習

得
を
目
的
と
し
て
、

策
定
し
た
年
間
計

画
を
基
に
職
業
訓

練
等
を
受
け
さ
せ

た
中
小
企
業
事
業

主
に
対
し
て
、
助

成
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

こ
の
助
成
金
を

「
キ
ャ
リ
ア
形
成

促
進
助
成
金

（
訓
練
等
支
援
給

付
金
）
」
と
い
い
、

五
種
類
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
訓
練
等
に
は
、
職
業
訓
練

の
ほ
か
、
職
業
能
力
検
定
や
キ
ャ

リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
も
含

み
、
実
際
に
か
か
っ
た
経
費
と
訓

練
期
間
に
支
払
っ
た
賃
金
の
一
部

が
助
成
さ
れ
ま
す
。

今
回
の
「
キ
ャ
リ
ア
形
成
促
進

助
成
金
（
訓
練
等
支
援
給
付
金
）
」

に
は
、
次
の
5
種
類
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
訓
練
コ
ー
ス
の
基

本
要
件
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
場

合
に
、
助
成
金
の
対
象
と
な
り
ま

す
。た

だ
し
、
企
業
の
規
模
（
中
小

企
業
・
大
企
業
）
に
よ
っ
て
、
助

成
内
容
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

①

専
門
的
な
訓
練
に
対
す
る
助

成
（
一
般
職
業
訓
練
）
《
中
小
企

業
の
み
》

雇
用
す
る
労
働
者
に
、
職
務
に

関
連
し
た
専
門
的
な
知
識
お
よ
び

技
能
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
内
容

と
す
る
職
業
訓
練
等
を
受
け
さ
せ

る
事
業
主
に
対
し
て
支
給
さ
れ
ま

す
。

②

短
時
間
等
労
働
者
へ
の
訓
練

に
対
す
る
助
成
（
短
時
間
等
職
業

訓
練
）

雇
用
す
る
短
時
間
等
労
働
者
に
、

高
度
な
技
能
お
よ
び
こ
れ
に
関
す

る
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
職

業
訓
練
等
ま
た
は
通
常
の
労
働
者

へ
の
転
換
に
必
要
な
技
能
お
よ
び

知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
職
業

訓
練
等
を
受
け
さ
せ
る
事
業
主
に

対
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

③

Ｏ
Ｊ
Ｔ
付
き
訓
練
の
う
ち
認

定
実
習
併
用
職
業
訓
練
に
対
す
る

助
成Ｏ

Ｊ
Ｔ
付
き
訓
練
の
う
ち
、
厚

生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た

「
実
習
併
用
職
業
訓
練
（
実
践
型

人
材
養
成
シ
ス
テ
ム
）
」
）
を
実

施
す
る
事
業
主
に
対
し
て
支
給
さ

れ
ま
す
。

④

Ｏ
Ｊ
Ｔ
付
き
訓
練
の
う
ち
有

期
実
習
型
訓
練
に
対
す
る
助
成

Ｏ
Ｊ
Ｔ
付
き
訓
練
の
う
ち
、
都

道
府
県
労
働
局
長
が
訓
練
基
準
に

適
合
す
る
旨
の
確
認
を
行
っ
た

「
有
期
実
習
型
訓
練
」
を
、
フ
リ
ー

タ
ー
な
ど
職
業
能
力
形
成
機
会
の

な
い
人
、
ま
た
は
新
規
学
卒
者
に

対
し
て
実
施
す
る
事
業
主
に
対
し

て
支
給
さ
れ
ま
す
。

⑤

自
発
的
な
職
業
能
力
開
発
の

支
援
に
対
す
る
助
成

（
自
発
的

職
業
能
力
開
発
）
《
中
小
企
業
の

み
》従

業
員
の
自
発
的
な
能
力
開
発

を
支
援
す
る
た
め
に
、
自
発
的
職

業
能
力
開
発
経
費
負
担
制
度
、
ま

た
は
職
業
能
力
開
発
休
暇
制
度
を

就
業
規
則
ま
た
は
労
働
協
約
に
設

け
、
従
業
員
の
能
力
開
発
に
要
す

る
経
費
の
負
担
や
職
業
能
力
開
発

休
暇
の
付
与
を
行
う
事
業
主
に
対

し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
、
東
日
本
大
震
災

復
興
対
策
特
例
措
置
と
し
て
、
従

業
員
に
職
業
訓
練
を
行
う
被
災
地

の
事
業
主
と
、
被
災
地
以
外
の
新

た
な
事
業
展
開
に
必
要
な
職
業
訓

練
を
行
う
中
小
企
業
事
業
主
に
対

し
、
助
成
率
を
引
き
上
げ
て
い
ま

す
。
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ス
キ
ル
ア
ッ
プ

を
支
援

五
種
類
の
助
成
金

今
月
は
、
従
業
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
や
職
業

訓
練
を
推
進
す
る
事
業
主
へ
支
給
さ
れ
る
給
付

金
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
。

＊ＯＦＦ-ＪＴ：生産ラインまたは就労の場にお

ける通常の生産活動と区別して、業務の遂行の

過程外で行われる職業訓練。

＊ＯＪＴ：事業主が行う業務の遂行の過程内で、

実務を通じて行われる実践的な技能やこれに関

する知識の習得のための職業訓練。

＊認定訓練：職業能力開発促進法第24条第１項

に基づき、都道府県知事が厚生労働省令で定め

る訓練基準に適合するものであることを認定し

た職業訓練。

＊ジョブ・カード：正社員採用やキャリアアップ

を目指す求職者が、キャリア・コンサルティン

グや職業訓練を受けながら作成する就職活動の

ための書類ファイル。

この助成金での用語（厚生労働省ＨＰより）



派
遣
さ
れ
る
労
働
者
の
保
護
と

雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
、
平

成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
派
遣

元
事
業
主
、
派
遣
先
事
業
主
そ
れ

ぞ
れ
に
新
た
な
事
項
が
課
さ
れ
ま

し
た
。
十
月
号
か
ら
改
正
点
を
お

伝
え
し
て
い
ま
す
。

グ
ル
ー
プ
企
業
派
遣
の
八
割

規
制
、
実
績
報
告
の
義
務
化

グ
ル
ー
プ
企
業
内
で
労
働
者
派

遣
会
社
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
、

グ
ル
ー
プ
企
業
内
へ
の
派
遣
割
合

を
一
〇
〇
分
の
八
〇
以
下
に
制
限

す
る
事
項
で
す
。

グ
ル
ー
プ
企
業
の
範
囲
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

・
連
結
決
算
を
導
入
し
て
い
る
場

合
：
派
遣
元
事
業
主
の
親
会
社

と
連
結
子
会
社

・
連
結
決
算
を
導
入
し
て
い
な
い

場
合
：
派
遣
元
事
業
主
の
親
会

社
と
実
質
的
に
支
配
下
に
あ
る

子
会
社

な
お
、
グ
ル
ー
プ
企
業
の
八
割

規
制
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
労
働

者
派
遣
法
の
施
行
日
以
降
に
開
始

す
る
事
業
年
度
か
ら
で
す
。
ま
た
、

事
業
年
度
の
実
績
は
、
毎
事
業
年

度
終
了
後
三
ヶ
月
以
内
に
グ
ル
ー

プ
企
業
内
派
遣
割
合
を
国
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

本
年
最
初
の
給
料
の
支
払
を
受

け
る
日
の
前
日
ま
で

○
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申

告
書
の
提
出

［
給
与
の
支
払
者
］

○
本
年
分
所
得
税
源
泉
徴
収
簿
の

書
換
え

［
給
与
の
支
払
者
］

十
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

三
十
一
日

○
労
働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出

（
休
業
四
日
未
満
、
十
月
～
十
二

月
分
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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厚
生
年
金
保
険
法
の
平
成
十
二

年
法
改
正
に
よ
る
年
金
受
給
開
始

年
齢
段
階
的
引
上
げ
世
代
（
昭
和

二
十
八
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま

れ
）
の
方
が
、
い
よ
い
よ
六
〇
歳

を
迎
え
る
年
と
な
り
ま
し
た
。

「
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
」
に

よ
り
六
〇
歳
定
年
後
の
雇
用
継
続

は
何
と
か
確
保
さ
れ
ま
す
が
、

“
賃
金
ダ
ウ
ン
”
の
声
を
多
く
聞

く
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。（

ぎ
ん
）

編
集
後
記

一
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-571-8611

〒601-1456
京都市伏見区小栗栖南後藤町6-31-408

派
遣
元
の
追
加
事
項

・
九
項
目

Ｑ
ボランティア休暇や裁判員休暇など任意で設ける休暇がある

と聞きました。主な休暇を教えてください。

Ａ
労働基準法等の法律で必ず定めなければならない休暇以外に、

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法で定めた『特に

配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置』として、

ボランティア休暇やリフレッシュ休暇制度等の導入を推進していま

す。

最近導入されている代表的な休暇制度として、ボランティア休暇、

リフレッシュ休暇、裁判員休暇、犯罪被害者の被害回復のための休

暇などがあります。

◎ボランティア休暇

無報酬で社会に貢献する活動に必要な期間に付与する休暇

◎リフレッシュ休暇

一定の勤務年数等に応じて、心身の疲労回復等を目的に付与する

休暇

◎裁判員休暇

裁判員選任時に、職務を果たすために必要な期間に付与する休暇

◎犯罪被害者の被害回復のための休暇

犯罪行為による被害者とその遺族に、犯罪被害による精神的ショッ

クや身体の不調からの回復等を目的に付与する休暇

いずれの休暇制度も、賃金の有給・無給、休暇日数等は労使間の

話し合いで定めることができますが、付与されにくいルールを設け

ては本末転倒です。他社の導入事例を参考に検討して下さい。

法定外休暇について

２


